
福島再生加速化交付金（第１５回）の交付可能額通知について 

《帰還環境整備（第８回）》 

「福島再生加速化交付金」について、本日、以下のとおり「帰還環境整備（第
８回）」の交付可能額を通知します。 

１．概要 
福島県、１７市町村及び１組合から提出された５９事業に対し、交付可

能額として国費４，０３５百万円（事業費４，９９３百万円）を通知しま
す。  

今回の交付可能額通知では、浪江町の雇用促進住宅の改修など新規３４
事業について新たに予算化します。 

また、昨年度から実施している田村市の産業団地整備事業などについて
も、着実に推進します。 

なお、今回予算化された事業には、平成２７年度予算において認められ
た基金を活用した事業（平成２７年度から平成２８年度まで実施される田
村市の産業団地整備事業における設計等）がその一部に含まれます。 

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。県及び市町村別は別添１のとおりです。

２．主な事業例（計数は事業費） 
○福島再生賃貸住宅整備事業
・帰還住民や事業再開に関わる従業員等の住宅を確保するため、雇用促進住宅を買収し、

バリアフリー化等住戸の改修を行います（浪江町）   《６２百万円（１事業）》 

○児童福祉施設等整備事業
・共働き世帯の帰還環境を整備するため、児童クラブ等の児童厚生事業を行う児童セン

ターの改修を行います（南相馬市） 《１５百万円（２事業）》 

○個人線量管理・線量低減活動支援事業
・視覚障がい者に対する音声機能付き線量計の無償貸与について、購入費用を助成する 

等の支援を行います（福島県、川俣町など４町村及び双葉地方水道企業団）   

《１５７百万円（８事業）》 

○農山村地域復興基盤総合整備事業（農業水利施設等保全再生事業）
・ため池の農業水利施設としての機能保全・回復を図るため、放射性物質除去対策に必

要な詳細調査等を行います（福島県及び川俣町など９市町村）  

《５０５百万円（１０事業）》 

○原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業
・住民の帰還に資するよう、産業団地の造成等を行います（田村市など４市町） 

《１,８２３百万円（８事業）》 

平成２７年 7 月７日 

復 興 庁 
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３．今後の予定 
 帰還環境整備第１０回の募集については、本日７月７日（火）から受付
を開始します。 

《別添資料》 
・別添１：福島再生加速化交付金（第１５回）《帰還環境整備（第８回）》市町村別交付可能額 
・別添２：福島再生加速化交付金（第１５回）《帰還環境整備（第８回）》における市町村別の主な事業 
・別添３：福島再生加速化交付金の概要 
・別添４：福島再生加速化交付金（第１５回）《帰還環境整備（第８回）》交付可能額通知対象事業メニュー一  

覧 

（参考）福島復興再生特別措置法の一部改正法の施行に伴い、名称を「福島再生加速化交付金（再生加速化）」か
ら「福島再生加速化交付金（帰還環境整備）」に変更し、交付可能額通知の回数については、再生加速化の回
数を引き継ぐこととしました。 

【別添１】 

本件連絡先： 
（復興庁原子力災害復興班） 担当：金子、馬場 

電話：０３－５５４５－７２４９
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【別添１】 

福島再生加速化交付金（第１５回）《帰還環境整備（第８回）》 

市町村別交付可能額 
  （単位：千円） 

県及び市町村名 交付可能額【国費】 

田 村 市 ５６０，４０３ 

南 相 馬 市 ２４２，５５５ 

川 俣 町 １１３，０５４ 

広 野 町 ６４，４６７ 

楢 葉 町 ４３９，５００ 

富  岡  町 ３８３，０２７ 

川 内 村 ７６，２３２ 

浪 江 町 １１５，８７５ 

葛 尾 村 １８，７９３ 

福 島 市 ３２，５７４ 

郡 山 市 ６０，０４６ 

須 賀 川 市 ３５，０００ 

伊 達 市 ２２２，６６６ 

桑 折 町 ４，０００ 

鏡 石 町 ８，８８９ 

玉 川 村 ３，４０１ 

三 春 町 ４２，８００ 

福 島 県 １，５７３，７９７ 

双葉地方水道企業団 ３７，５４８ 

計 
（県、１７市町村及び１組合）

４，０３４，６２７ 

注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 
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福島再生加速化交付金（第１５回）≪帰還環境整備（第８回）≫
における市町村別の主な事業

○事業番号：３８ （農山村地域復興基盤総合整備事業）

・農業水利施設等保全再生事業（川俣地区）
【103,810千円（103,810千円）】

川俣町

○事業番号：２１（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・広野町放射線マップ作成事業 【64,467千円（64,467千円）】

○事業番号：５（福島再生賃貸住宅整備事業）
・浪江町再生賃貸住宅整備事業（雇用促進住宅改修設計等）

【61,772千円（54,050千円）】

○事業番号：４４（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事
業）
・楢葉南工業団地再開発事業 【232,500千円（174,375千円）】

○事業番号：４１（被災地域農業復興総合支援事業）

・米備蓄倉庫建設敷地造成工事
【24,749千円（19,799千円）】

○事業番号：４４（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事
業）
・田村市産業団地整備事業（基金型）

【724,000千円（548,430千円）】

川内村

その他の市町村及び１組合

広野町

福島県

田村市

楢葉町

浪江町

○事業番号：３４（児童福祉施設等整備事業）
・東町児童センター改修事業 【13,187千円（8,790千円）】

南相馬市

○事業番号：１４ （学校施設環境改善事業）

・葛尾小学校体育館特別教室改築崖地補正事業
【23,492千円（18,793千円）】

葛尾村

※金額は、【事業費（うち、国費）】です。
※事業番号については、資料【別添４】参照。

《鏡石町》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（鏡石町地区） 【8,889千円（8,889千
円）】
《玉川村》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・ 農業水利施設等保全再生事業（玉川地区） 【3,401千円（3,401千円）】
《三春町》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（三春地区） 【42,800千円（42,800千円）】
《双葉地方水道企業団》事業番号：１８（水道施設整備事業）
・ 小山浄水場急速ろ過池ろ層交換事業 【36,072千円（24,048千円）】

《福島市》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（福島市地区）

【32,574千円（32,574千円）】
《郡山市》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（郡山地区）

【60,046千円（60,046千円）】
《須賀川市》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（須賀川地区）

【35,000千円（35,000千円）】
《伊達市》事業番号：１８（水道施設整備事業）
・上小国地区水道施設整備事業 【334,000千円（222,666千円）】
《桑折町》事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（桑折地区） 【4,000千円（4,000千円）】

○事業番号：３８（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業（福島地区） 【203,000千円（203,000千円）】

○事業番号：２１（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・音声機能付き線量計整備支援事業 【3,800千円（3,800千円）】

【別添２】

富岡町

○事業番号：４４ （原子力災害被災地域産業団地等整備等支援
事業）

・富岡工業団地整備事業
【424,931千円（318,698千円）】
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（１）対象区域：避難指示を受けた１２市町村等（各事業に応じて対象地
域を設定）

（２）福島再生加速化交付金の全体像

（３）対象事業
【既存事業】

○ 長期避難者の生活拠点の形成（復興公営住宅の整備等）
○ 福島定住対策（子どもの運動機会確保（全天候型運動施設の整備）等）
○ 町内復興拠点等、生活拠点の確保（公的賃貸住宅整備等）
○ 放射線不安を払拭する生活環境の向上
○ 放射線への健康不安・健康管理対策
○ 社会福祉施設の整備
○ 営農再開等に向けた環境整備 （農地・農業用施設の整備等）
○ 商工業再開に向けた環境整備（産業団地整備等）
【追加事業】

○ 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）
○ 復興再生拠点整備事業（一団地の復興再生拠点市街地形成施設整備）
○ 道路事業（アクセス道路等）
○ 災害公営住宅整備事業等

（災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等）
等

○ 福島では、避難指示解除が始まり、長期避難者への支援
とともに住民の早期帰還を一層推進する段階を迎えている。

○ 復興の動きを加速するために、長期避難者への支援から
早期帰還への対応までの施策を一括して支援する「福島
再生加速化交付金」を、福島復興の柱とし、他の事業とも
連携させつつ、福島再生加速化の原動力として活用してい
る。

○ 一括化し、事業メニューを多様化することで、使い勝手が
良く、より広くきめ細かなニーズに対応可能としているとこ
ろであるが、更に、福島復興再生特別措置法の改正を行
い、帰還環境整備に新たな事業メニューを追加し、帰還環
境整備交付金として法定化するとともに、基金の対象を拡
充し、より使い勝手の良いものとする。

福島再生加速化交付金
平成２７年度予算額 １，０５６億円

（平成２６年度予算額 １，０８８億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○ 長期避難者の生活拠点整備、福島への定住支援、
帰還加速のための生活環境向上や生活拠点整備等を一
括して支援することにより、２６年度より、一部地域から避
難指示解除が始まっている福島被災地の復興・再生を加
速することが期待できる。

期待される効果

一
括

復
興
庁

県・12市町村
等

資金の流れ
交付金

各
省
庁

交付金 目的
福島特措法上の
位置付け

福島再
生加速
化交付
金

帰還環境整備
避難住民の早期帰還の促進、
地域の再生加速化

帰還環境整備交
付金

長期避難者生
活拠点形成

長期避難者向けの公営住宅
整備とコミュニティ支援

生活拠点形成交
付金

福島定住等緊
急支援

子育て世帯が安心して定住
できる環境の整備

（予算補助）

【別添３】

福島再生加速化交付金の事業例

○ 町外コミュニティ（復興公営住宅）の整備

○ 町内復興拠点の形成
（帰還者、新規転入者のための公的賃貸住宅の整備）

◎ 一団地の復興再生拠点市街地形成

◎ 災害公営住宅、道路等の整備

生活拠点の確保

○ 個人線量計の配布、線量のデータ収集・分析

○ 放射線・健康・生活に係る相談員の配置

○ 介護福祉施設、児童福祉施設等の整備

健康管理・健康不安対策、社会福祉施設整備

【相談員配置】
【個人線量計配布】

○ 線量低減効果のある、又は放射線不安を払拭するき
め細かな生活環境向上（花壇、道路側溝有蓋化、遮蔽板等）

○ 安心できる生活用水の確保（簡易水道整備、井戸掘削等）

○ 全天候型運動施設の整備

生活環境の向上 農林水産業、商工業再開に向けた環境整備

○ 農地・農業用施設等の生産基盤及び生活環境の整備

○ 産業団地等の整備、事業所等の整備

【花壇設置（線量遮蔽）】

【生活用水確保】

【全天候型運動施設整備】

【町内外の復興拠点整備、コミュニティ形成】

【介護福祉施設整備】

【農地整備】 【産業団地等の整備】

○は既存事業、◎は追加事業
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【別添４】

福島再生加速化交付金（第１５回）《帰還環境整備（第８回）》
交付可能額通知対象事業メニュー一覧

福島再生加速化交付金（第１５回）《帰還環境整備（第８回）》
交付可能額通知対象事業メニュー一覧

事業番号 事 業 名

５ 福島再生賃貸住宅整備事業

７ 福島再生賃貸住宅用地取得造成事業

１４ 学校施設環境改善事業

１７ 生活環境向上支援事業

１８ 水道施設整備事業

２１ 個人線量管理・線量低減活動支援事業

３４ 児童福祉施設等整備事業

３８ 農山村地域復興基盤総合整備事業

４０ 農業基盤整備促進事業

４１ 被災地域農業復興総合支援事業

４４ 原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業

４５ 原子力災害被災地域事業所整備等支援事業

１．地方公共団体による供給
・住宅の建設・買取費

２．民間事業者等による供給
・住宅の建設費の一部

原子力災害被災地では、避難指示解除後も放射線への不安を抱えつつ新しい生活を開始することになり、地

元住民や新規転入者は帰還・転入を躊躇することが予測される。本来帰還を望む住民や新規転入の可能性が

ある者が、他の地域への移転・居住を選択せず、被災地に定住し人口を回復させるため、避難指示のあった地

域において公的賃貸住宅を建設し、帰還が寄り添って生活を再開する生活拠点形成、更には、新規転入者の

定住に資する支援を行う。

補助対象・補助要件

交付団体

事業概要

福島県・市町村

事業実施主体

福島県・市町村・民間事業者等

5．福島再生賃貸住宅整備事業5．福島再生賃貸住宅整備事業

対象地域

１２市町村

国庫補助率等

１．地方公共団体による供給
・住宅の建設・買取費（国：7/8、地方公共団体：1/8）

２．民間事業者等による供給
・住宅の建設費の一部
（国：17.5/100、地方公共団体：2.5/100、民間：80/100）

※ 補助率は本交付金による地方公共団体負担分の50%の追加支援を含む.。

7/8

1/8

7/8

1/8

建
設
・買
取
費

用
地
費

地方

国

地方

国

※ 用地費に対する支援は
福島再生賃貸住宅用地取得
造成事業で実施

国
事業者
80/100

1/8

7/8

地方
2.5/100

②民間事業者等による供給

※ 用地費は対象外

建
設
費

1/5 4/5

17.5/100

①地方公共団体による供給
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○ 地方公共団体が供給する福島再生賃貸住宅に係る用地の取得及び造成
・住宅の建設等に伴う土地取得費、造成費等
※民間事業者が供給する場合は対象外

避難指示解除後の町内復興拠点／郡内復興拠点の形成のための公的賃貸住宅整備を緊急かつ迅速に
実施するため、公的賃貸住宅に係る用地取得費、土地造成費を補助対象とし、自治体の取組みを強力に支
援する。

補助対象・補助要件

事業概要

7．福島再生賃貸住宅用地取得造成事業7．福島再生賃貸住宅用地取得造成事業

交付団体

福島県・市町村

事業実施主体

福島県・市町村

対象地域

１２市町村

国庫補助率等

国：７／８、地方公共団体：１／８

【土地造成現場の例】

※上記補助率は本交付金による地方公共団体負担分の50%の追加支援を含む。

14．学校施設環境改善事業（公立学校の耐震化等）14．学校施設環境改善事業（公立学校の耐震化等）

復興後の地域づくり、帰還後の生活環境として不可欠な学校施設も、長期間の避難の間に相当な荒廃が

進んでいる。公立学校施設の耐震化、改修事業等を行う。学校内の除染を行った結果、従来以上にグラウ

ンドの排水環境が悪化しており、暗渠や表面舗装に抜本的な改修を行うことが望まれている。また、長期に

渡り適切な維持管理が行われなかったために内部改修が必要な場合もある。更に、土埃を不必要に室内

に取り込まないように空調を導入すること等のきめ細かい環境改善を行う。

補助対象

補助要件

交付団体

国庫補助率等

事業概要

公立学校（*）の校舎・屋内運動場・寄宿舎等の耐震補強、
改築、老朽化に伴う改修、非構造部材の耐震化、避難階段
や備蓄倉庫の整備 等
（* 公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期

課程、特別支援学校等）

耐震補強の場合
国：2/3等

事業実施主体

○耐震補強：Is値0.7未満であること 等
○改築：老朽化等により、構造上危険な状態にあること 等
○老朽化に伴う改修：建築後20年以上経過していること 等
（上記を含め、学校施設環境改善交付金と同様となる見込み）

※別途、震災復興特別交付税による地方負
担軽減措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負
担分の50%の追加支援を含む。

対象地域

１２市町村 福島県・市町村 福島県・市町村

＜対象となる事業の具体的なイメージ＞
○被災した学校施設の復旧事業と一体的に行う
耐震補強

○被災した学校施設の復旧事業と併行して行う
屋上への避難階段や備蓄倉庫等の整備
※避難階段等は、被災前にはなかったものが対象。

（被災学校施設） 災害復旧事業

復興交付金

避
難
階
段

災害復旧

備蓄倉庫

（被災してな
い校舎）

（被災した
体育館）

校舎：
耐震補強

体育館：
災害復旧

災害復旧事業

復興交付金

一体的な整備

福島再生加速化交付金

福島再生加速化交付金
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17．生活環境向上支援事業17．生活環境向上支援事業

生活環境の快適性と線量低減効果が同時に期待できるような、きめ細かい生活環境の向上対策
＜事業例＞

①放射線を取り除く措置（公共の建物の附属物交換・修復、側溝の有蓋化、除染実施後の地域の清掃 等）
②放射線を遮蔽する措置（花壇の設置、周囲の景観を阻害しない形態での遮蔽板、掲示板等の設置 等）
③放射線を遠ざける措置（通路の付け替え等）

④放射線を取り込まない措置（井戸掘削による安心な生活用水確保 等）
（注）共同井戸による簡易水道の整備については「水道施設整備事業」で実施する。）

原子力事故発災時に避難指示が出た地域では、避難指示が解除された後も、放射線への不安に対する対
応を求める声が大きい。原子力規制委員会が平成25年11月に取りまとめた報告書「帰還に向けた安全・安心
対策に関する基本的考え方」においても、「国は、住民自身が放射線に対する不安に向き合うための自発的
な活動を支援し、住民のニーズに応じて種々の対策を講じていくためには、関係する地方自治体、専門家、住
民と協働して取り組むことが重要である。」と提言されている。このため、除染後においても、更なる生活環境
の快適性と線量低減効果が同時に期待できるような、きめ細かい生活環境の向上対策を支援する。

事業概要事業概要

補助対象・補助要件補助対象・補助要件

交付団体

福島県・市町村

事業実施主体

福島県・市町村・民間事業者等

対象地域

・１２市町村
・旧特定避難勧奨地点

国庫補助率等

定額

【花壇の設置】

18．水道施設整備事業18．水道施設整備事業

①取水施設（井戸、取水ポンプ等）
②貯水施設
③導送水施設（導水管、送水管等）
④浄水施設（浄水池等）
⑤配水施設（配水池、配水管等）

避難指示区域等では、生活用水に沢水、表流水、浅井戸等を使用していた地域が少なくない。今後の復興の
進展に伴う新しい生活の再開等にあたり、発災時に飛散した放射性物質の生活用水への混入等の可能性に
対する不安が非常に強く、水道施設の整備等による生活用水の安定確保が帰還の前提として強く要請されて
いる。こうした状況に鑑み、生活用水に対する不安払拭、生活環境の向上、公衆衛生の向上等を図るため地
域の再生に必要な水道施設の整備を支援する。

交付団体交付団体

国庫補助率等国庫補助率等

事業概要事業概要

福島県・市町村（一部事務組合を含む）

国：２／３、 地方公共団体：１／３

事業実施主体

※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担分の50%の追加支援を含む。

補助対象補助対象

対象地域対象地域

福島県、市町村（一部事務組合を含む）

【簡易水道の整備】
・１２市町村
・旧特定避難勧奨地点
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原子力規制委員会が平成25年11月に取りまとめた「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」
を踏まえ、同年12月に閣議決定を行った「原子力災害からの福島復興再生の加速に向けて」において、住民
の方々の自発的な活動を支援するため、帰還する住民に対して、個々人が被ばくする「個人線量」の把握、被
ばく低減対策、健康影響の丁寧な説明等の措置を講じることとされた。

本事業では、避難指示解除前に希望する住民に対する個人線量計の貸与・測定、住民が消費する食物や
飲料水等の線量測定、屋内の被ばく線量低減に資する事業の実証などを実施し、放射線に関する住民の不
安の解消に資する取組を実施する。

事業概要事業概要

① 個人線量の把握・管理

・避難指示解除前に希望する住民への個人線量計のリース・管理（個人線量計の検査・校正のための一時回収・

再配布等）。測定された個人線量計データを分析し､例えば､住民の職業・生活パターンに応じた線量を把握等。

② 被ばく線量低減対策

・ＷＢＣによる内部被ばく検査機器、放射線測定機器、ガンマカメラや飲料水などの検査機器の整備等

・避難指示地域内の井戸水の水質検査、土壌・空間などの環境放射線量の測定、山林キノコ等、内部被ばくの

可能性のある食品の線量測定、内部被ばく検査、がん検診などの健康影響の不安解消に資する検査、地域毎

の詳細な放射線量マップの作成等

・測定結果などの管理・分析・公表、住民への周知、HPの作成等

③ 屋内の放射線源の確定、屋内放射線源除去手法の実証事業及びその手法の展開等

④ 住民が抱える放射線リスク等に関する、専門家等を招いた少人数等での対話集会の開催等

交付団体交付団体 国庫補助率等国庫補助率等

福島県・市町村

事業実施主体

福島県・市町村・
民間事業者等

補助対象・補助要件補助対象・補助要件

対象地域対象地域

定額

21．個人線量管理・線量低減活動支援事業21．個人線量管理・線量低減活動支援事業

OSL線量計 ガラス線量計 ポケット線量計

【個人線量計】

・１２市町村
・旧特定避難勧奨地点 等

34．児童福祉施設等整備事業34．児童福祉施設等整備事業

児童福祉施設等（次世代育成支援対策推進法第１１条第１項に規定する交付金に関する省令第１条第２項
に規定する施設）について行う新設、増築、増改築等

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等に伴い住民が避難したことにより復興再生に遅
れが生じている地域に対して、避難住民の早期帰還を促進し、地域の再生を加速化するため、児童福祉施設
等の整備に係る費用を支援する。

交付団体交付団体

国庫補助率等国庫補助率等

事業概要事業概要

福島県、市町村 福島県、市町村又は社会福祉法人等

※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担分の50%の追加支援を含む。

補助対象・補助要件補助対象・補助要件

対象地域対象地域

事業実施主体

国：３／４、県又は市町村：１／４
国：２／３、県１／３（児童厚生施設の場合のみ）
国：２／３、県：１／６、市町村：１／６（児童厚生施設の場合のみ）
国：５／８、県又は市町村：１／８、事業者：１／４
国：１／２、県又は市町村：１／６、事業者：１／３（児童厚生施設の場合のみ）

１２市町村
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＜対象事業＞

①復興基盤総合整備事業、②農地整備事業、③水利施

設整備事業、④農地防災事業、⑤広域農業用水適正管

理対策事業、⑥農業水利施設等保全再生事業、⑦営農

再開支援水利施設等保全事業、⑧農業集落排水事業、

⑨中山間地域総合整備事業、⑩草地畜産基盤整備事

業、⑪畜産環境総合整備事業、⑫森林整備事業、⑬復

興整備実施計画

補助対象

交付団体

国庫補助率等

原子力災害により被災した農山村地域の農林業再生の加速化のため、農地・農業用施設等の生産基盤、集
落排水施設等の集落基盤等の総合的な整備を実施する。

事業概要

福島県、市町村

事業実施主体

福島県、市町村、農業者等の組織する団体等

①復興整備実施計画（事業実施に必要となる調査・設計）について、国：定額
②上記①以外について、国：３/４等、地方公共団体等：１/４等

※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担分の50%の追加支援を含む。
※事業内容により、基本国費率が異なる。

38．農山村地域復興基盤総合整備事業38．農山村地域復興基盤総合整備事業

対象地域対象地域

12市町村 等

農業用施設
の整備

農業水利施設等の
保全・点検・整備 農地・農業用施設の整備

生活環境の整備

新たな農村集
落の整備

森林・林道等の整備

放射性物質の
流入・拡散防止対策

① 農地・農業水利施設の整備をきめ細かく実施（定率助成）

② 農業者の自力施工も活用した農地の区画拡大や暗渠管の設置といった簡易な整備を実施（定額助成）

原子力災害により被災した地域の復興を加速するため、地域の実情に応じ、農地の畦畔除去による区
画拡大や暗渠排水整備等の簡易な基盤整備を実施する。

補助対象

交付団体

国庫補助率等

事業概要

福島県、市町村

国：３／４ 等、地方公共団体等：１／４等
定額（区画拡大（10万円/10a等）、

暗渠排水（15万円/10a）等）

事業実施主体

福島県、市町村、
農業者等の組織する団体
（土地改良区等）

※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措
置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担分の
50%の追加支援を含む。

対象地域対象地域

40．農業基盤整備促進事業40．農業基盤整備促進事業

12市町村
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① 生産・加工・流通・販売に必要なハウス、水耕栽培施設、農業用水施設、育苗施設、乾燥調製貯蔵施設、
処理加工施設、集出荷施設などの農業用施設

② トラクター、田植機、コンバイン等の農業用機械

原子力災害により被災した市町村が策定する計画に掲げられた農業復興を実現するため、市町村が実施す
る農業用施設の整備及び農業用機械の導入を総合的に支援する。

補助対象補助対象

交付団体交付団体

国庫補助率等国庫補助率等

事業概要事業概要

福島県

国：３／４、
事業実施主体：１／４

事業実施主体事業実施主体

市町村
※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽
減措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担分
の50%の追加支援を含む。

41．被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）41．被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）

対象地域対象地域

12市町村

44．原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業44．原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業

原子力災害被災地においては、上下水道やガス等の産業インフラが未だ完全には復旧していない中、１２市町村への企
業の帰還や新規立地を促進していくことが必要。避難企業の帰還や企業誘致の加速に向け、既存の産業団地等の再整
備に加え、新規の産業団地等の整備が急務の課題。このため、リスクの高い産業団地等の整備等について、被災自治
体が整備する際の支援を行い、早期に産業団地等を整備・再編し、企業の帰還・新規立地を加速させていく。

交付団体・事業実施主体交付団体・事業実施主体 国庫補助率等国庫補助率等

事業概要事業概要

福島県・市町村 国：３／４、県・市町村：１／４

※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減
措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担分

の50%の追加支援を含む。

補助対象補助対象

自治体が撤退企業等からの用地買収・借り上げ等による産業団地（工業団地や産業用地）の再整備や新たな産業団地
の整備により、帰還企業又は新規立地企業に対して産業団地の賃貸を行う事業（※）に要する以下の経費
・産業団地の整備に係る調査設計費 ・用地取得、土地造成費 ・施設改修・解体・撤去費 ・土壌汚染対策費
・関連インフラ整備費（上下水道、電気・ガス、排水処理、道路、防災調整池、公園・緑地、放射線モニタリングポスト等）
・附帯施設・設備整備費（共用集会所等） ・企業誘致事業費（ニーズ調査、ホームページの整備、説明会開催等）

※自治体が企業等に対して整備した産業団地・工業団地等の売却（譲渡）を行う場合は、国庫返納の対象となる。
賃貸料は、団地内の施設維持経費及びそれに類するものに充当するものとする。

【工業団地造成の例】

入居企業入居企業

対象地域対象地域

１２市町村

再生加速化事業計画の申請項目
（※）に加えて、市町村が作成する復
興整備計画との整合を図ること。

市町村の計画市町村の計画

娯楽営業、風俗営業、投機的営
業等の不適切な業種が入居しな
いように制限する。

※再生加速化事業計画の申請項目：①計画の区域、再
生加速化の目標、③事業概要及び地域の再生加速化
との関係、④要する費用、⑤実施主体、⑥その他

11



45．原子力災害被災地域事業所整備等支援事業45．原子力災害被災地域事業所整備等支援事業

原子力災害被災地域では、事業者の事業再開や新規産業の創造が見通し難い中で、地元事業者はもとより、新規立地
を計画する事業者は、事業所を自前で整備するまでの投資判断は経営上行い難く、事業所や附帯施設、従業員向けの
福利厚生施設の整備を希望している。しかし、被災地には賃貸用事業所等が少なく、復興加速化の障害となっていること
から、事業者の事業再開や新規事業者の立地に必要な事業所等の整備を支援する。

事業概要事業概要

事業実施主体

県・市町村、第３セクター、民間企業

補助対象補助対象

交付団体交付団体

国庫補助率等国庫補助率等

福島県・市町村

（自治体）国：3/4、県・市町村：1/4
（民間企業等）国：3/4（※）、民間企業：1/4
※大企業：2/3、中小企業：3/4

対象地域対象地域

１２市町村

※別途、震災復興特別交付税による地方負担
軽減措置を講じる。
※補助率は本交付金による地方公共団体負担
分の50%の追加支援を含む。

市町村の計画市町村の計画

※再生加速化事業計画の申請項目：①計画の区域、再生加速化の目標、③事業概
要及び地域の再生加速化との関係、④要する費用、⑤実施主体、⑥その他

入居企業入居企業

娯楽営業、風俗営業、投機的営業
等の不適切な業種が利用しないよう
に制限する。

福島県、市町村（及び第３セクター）又は民間企業等が、貸事業所やその付帯設備・施設（空調設備、簡易宿泊室等）、
福利厚生施設（社員住宅、診療所、宿泊施設等）の整備に要する以下の経費（除染後、未使用のままの事務所・工場等を
使用可能とするための改修等を含む。）
・調査設計費 ・用地取得、土地造成費 ・施設整備、改修・解体・撤去費 ・土壌汚染対策費
・附帯施設・設備整備費（空調設備、簡易宿泊室、簡易倉庫 等）
・福利厚生施設整備費（社員住宅、診療所、休息所、宿泊施設、売店等）
・企業等誘致事業費（企業・従業員の募集広告、説明会開催等）

※津波補助金の活用が可能な事業所等は、対象外とする。
※賃貸料は、自治体については、施設維持経費及びそれに類するもの、

民間企業については、初期投資・施設維持経費及びそれに類するものに充当するものとする。

再生加速化事業計画の申請項目（※）に加えて、市町村
が作成する復興推進計画との整合を図ること。
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